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香芝市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２０年７月３日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１１号

香芝市手数料条例の一部を改正する条例

香芝市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。

別表５の項中「第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含

む。）」の次に「若しくは第１２６条」を加え、同表２７の項中「第３１条の

２第２項第１５号ニ」を「第３１条の２第２項第１６号ニ」に、「第６２条の

３第４項第１５号ニ」を「第６２条の３第４項第１６号ニ」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の香芝市手数料条例別表５の項の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る手数料について適

用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２０年７月３日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１２号

香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

香芝市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改

める。

第５条第３項中「２００円（非常勤消防団員等に扶養親族でない第１号に掲

げる者がある場合にあってはそのうち１人については２１７円、」を「２１７

円（」に、「ない場合にあっては」を「ない場合にあっては、」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条第２項の改正規定は、

平成２０年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の香芝市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）

第５条第３項の規定は、平成２０年４月１日（以下「適用日」という。）以

後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺

族補償年金を除く。以下同じ。）並びに適用日の属する月分以後の月分の傷

病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支

給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日の前日の属する月分以前の月分

の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例

による。

（損害補償の内払）

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの

間において、改正前の香芝市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」

という。）の規定に基づく損害補償（適用日から施行日の前日までの間に支

給すべき事由の生じたものに限る。）並びに旧条例の規定に基づく傷病補償

年金、障害補償年金及び遺族補償年金（適用日の属する月分から施行日の前

日の属する月分までの間の月分に限る。）として支払われた金額は、これら

に相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。
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香芝市政治倫理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２０年７月３日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１３号

香芝市政治倫理条例の一部を改正する条例

香芝市政治倫理条例（平成９年条例第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「及び」を「又は」に改め、同条第３項中「または」を「又

は」に改める。

第６条第１項及び第２項中「及び」を「又は」に改める。

第７条第１項及び第２項中「及び」を「又は」に改め、同条第３項を削る。

第８条第１項及び第９条第１項中「及び」を「又は」に改め、同条の次に次

の３条を加える。

（審査会の調査権限等）

第９条の２ 前３条の調査は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 関係各課からの資料の提出を求めること。

(2) 関係職員を出席させ、意見を聴取すること。

(3) 調査の対象となった市長等又は議員に意見を陳述させること。

(4) 関係の疑いのある業者に対して資料の提出及び審査会への出席を求める

こと。

(5) その他審査会が必要と認める事項

（市長等及び議員の協力義務等）

第９条の３ 市長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査会に必要な

資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

２ 審査会は、市長等又は議員が調査に協力しなかったとき又は虚偽の陳述を

したことが明らかになったときは、その旨を公表するものとする。

（調査結果等の公表）

第９条の４ 第４条第５項、第７条第２項、第８条第２項、第９条第２項及び

前条第２項の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市の広報紙又は議会の広報紙に掲載する方法

(2) その他市長が適当と認める方法

第１０条第１項中「及び議員」を「又は議員」に、「及び議長」を「又は議

長」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。
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（適用区分）

２ この条例による改正後の香芝市政治倫理条例の規定は、この条例の施行の

際、現に香芝市政治倫理審査会において調査を継続しているものについて適

用する。
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香芝市会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成２０年７月１日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第１４号

香芝市会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則

香芝市会計管理者の補助組織設置規則（昭和５７年規則第１１号）の一部を

次のように改正する。

第４条第５号を削り、同条第６号中「収入命令並びに」を削り、同号を同条

第５号とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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香芝市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２０年７月１日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第１５号

香芝市会計規則の一部を改正する規則

香芝市会計規則（昭和５９年規則第６号）の一部を次のように改正する。

第１２条及び第１３条を次のように改める。

（歳入調定の整理区分）

第１２条 歳入調定を整理する時期及び調定の範囲は、別表第３に定める区分

によるものとする。

（調定の通知）

第１３条 課長は、第１０条及び第１１条の調定をしたときは、速やかにこれ

を会計管理者に通知しなければならない。

２ 調定に変更を生じた場合は、前項に準じて取り扱うものとする。

第２７条第１項中「出納閉鎖期限」を「出納閉鎖期日」に、「直ちに」を「

当該期日の翌日において」に改める。

第２９条第１項中「別表第３」を「別表第４」に改め、同条第２項中「別表

第３」を「別表第４」に、「別表第４」を「別表第５」に改める。

第３３条第２項第２号中「しゅん工検査書」を「工事竣工検査書」に改め、

同項第３号中「施設の小修理」を「１件１０万円以上の施設の小修理」に改め

る。

第３６条第１項中「第１６１条第１項第１４号」を「第１６１条第１項第１

７号」に改める。

第４１条第１項に次の１号を加える。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

第５４条第２項中「前項の区分の細目は、別表第５」を「備品の分類は、別

表第６」に改める。

別表第１中

「

市民生活部 保険 課長 市民生活部 保険年金課 上席職員

年金課 を

国民健康保

険担当職員

」

「
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市民生活部 保険 課長 市民生活部 保険年金課 上席職員

年金課

国民健康保

険担当職員 に､

後期高齢者

医療保険担

当職員

」

「

教育委員会事務局 課長 教育委員会事務局 総務課 上席職員

総務課

小学校 施設の長

を

中学校 施設の長

幼稚園 施設の長

」

「

教育委員会事務局 課長 教育委員会事務局 総務課 上席職員

総務課

幼稚園 施設の長

に､

小学校 施設の長

中学校 施設の長

」

「

教育委員会事務局 課長 教育委員会事務局 学校教育課 上席職員

学校教育課

小学校 施設の長

を

中学校 施設の長

幼稚園 施設の長
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」

「

教育委員会事務局 課長 教育委員会事務局 学校教育課 上席職員

学校教育課

幼稚園 施設の長

に

小学校 施設の長

中学校 施設の長

」

改める。

別表第２中

「

市民生活部 保険年金課長 国民健康保険料等及びその 国民健康保

附帯金の収納 険担当職員

を

所管に係る徴収金の収納 上席職員

所管に係る物品の出納保管

」

「

市民生活部 保険年金課長 国民健康保険料等及びその 国民健康保

附帯金の収納 険担当職員

後期高齢者医療保険料等及 後期高齢者

びその附帯金の収納 医療保険担 に

当職員

所管に係る徴収金の収納 上席職員

所管に係る物品の出納保管

」

改める。

別表第５を次のように改める。
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別表第６（第５４条関係）

番号 分 類

１ 机類

２ 椅子類

３ 戸棚・箱（庫）・台類

４ 室内器具・装飾品類

５ 冷暖房機器具類

６ 厨房用機器具類

７ 寝具類

８ 印章・判（版）類

９ 事務用機械類

１０ 文具品類

１１ 図書類

１２ 運動競技・遊具用器具類

１３ 視聴覚機器具類

１４ 医療用機器具類

１５ 計測・検査・写真・製図用及び試験機器具類

１６ 通信用機器具類

１７ 電気機器具類

１８ 土木・農畜用機器具類

１９ 産業用機器具類

２０ 工作・木工機器具類

２１ 荷役・運搬機器具類

２２ 裁縫用機器具類

２３ 消防用機器具類

２４ 理科学実験用機器具（教具）類

２５ 車両類

２６ 標本・模型・見本類

２７ 被服属具類

２８ 教科専用機器具類

２９ 諸機械類

３０ 雑品類

別表第４を別表第５とし、別表第３を別表第４とし、別表第２の次に次の１

表を加える。
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別表第３（第１２条関係）

区分 歳入調定伺書の起票時期 歳入調定伺書に記入 歳入調定伺書に

する金額 必要な書類

市税 現年度 賦課額を決定したとき 賦課決定した額

滞納繰越 滞納額を繰り越したとき 滞納繰越した額

分

地方譲与税 譲与決定のあったとき 譲与決定のあった額 譲与決定通知書

利子割交付金 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

配当割交付金 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

株式等譲渡所 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

得割交付金

地方消費税交 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

付金

自動車取得税 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

交付金

地方特例交付 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

金

地方交付税 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

交通安全対策 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

特別交付金

分担金及び負 負担額の確定したとき、 負担の確定した額又 決裁文書、契約

担金 又は契約を締結したとき は契約金額 書又は申請書

使用料及び手 一般的な 使用許可をしたとき、又 納入通知書により徴

数料 もの は収入を決定したとき 収しようとする額

金銭登録 収入を決定したとき 収入した額

機による

収入

国庫支出金 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

県支出金 交付決定のあったとき 交付決定のあった額 交付決定通知書

財産収入 財産貸付 単年度貸付けのものは契 契約金額 決裁文書又は契

収入 約を締結したとき（長期 約書

貸付けのものは年度当初

）
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利子及び 支払期日が到来したと 収入を決定した額 決裁文書、契約

配当金 き、又は支払通知があっ 書又は株式配当

たとき 通知書

財産売払 契約を締結したとき 契約金額 決裁文書又は契

収入 約書

寄附金 寄附採納を決定したとき 寄附採納を決定した 決裁文書又は寄

額 附申込書

繰入金 繰入決定をしたとき 繰入決定した額

繰越金 繰り越したとき 繰り越した額

諸収入 延滞金及 収入を決定したとき 収入を決定した額 決裁文書又は契

び加算金 約書

預金利子 収入を決定したとき 収入を決定した額 決裁文書又は契

約書

貸付金元 収入を決定したとき（長 契約金額 決裁文書又は契

利収入 期間に係るものは年度当 約書

初）

雑入 収入金の種別に応じて上 収入金の種別に応じ 上記それぞれの

記それぞれに準ずるとき て上記それぞれに準 書類に準ずるも

ずる額 の

市債 許可決定のあったとき 許可決定のあった額
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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 児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施費用の徴収に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年７月１日 

                     香芝市長 梅 田 善 久 

香芝市規則第１６号 

   児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施費用の徴収に関する規則の 

   一部を改正する規則 

 児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施費用の徴収に関する規則（平成

３年規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「含む。）」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付

受給世帯」を加え、「３０，０００円以下」を「１５，０００円以下」に、

「３０，００１円以上８０，０００円以下」を「１５，００１円以上４０，０

００円以下」に、「８０，００１円以上１４０，０００円以下」を「４０，０

０１円以上７０，０００円以下」に、「１４０，００１円以上２８０，０００

円以下」を「７０，００１円以上１８３，０００円以下」に、「２８０，００

１円以上５００，０００円以下」を「１８３，００１円以上４０３，０００円

以下」に、「５００，００１円以上８００，０００円以下」を「４０３，００

１円以上７０３，０００円以下」に、「８００，００１円以上１，１６０，０

００円以下」を「７０３，００１円以上１，０７８，０００円以下」に、「１，

１６０，００１円以上１，６５０，０００円以下」を「１，０７８，００１円

以上１，６３２，０００円以下」に、「１，６５０，００１円以上２，２６０，

０００円以下」を「１，６３２，００１円以上２，３０３，０００円以下」に、

「２，２６０，００１円以上３，０００，０００円以下」を「２，３０３，０

０１円以上３，１１７，０００円以下」に、「３，０００，００１円以上３，

９６０，０００円以下」を「３，１１７，００１円以上４，１７３，０００円

以下」に、「３，９６０，００１円以上５，０３０，０００円以下」を「４，

１７３，００１円以上５，３３４，０００円以下」に、「５，０３０，００１

円以上６，２７０，０００円以下」を「５，３３４，００１円以上６，６７４，

０００円以下」に、「６，２７０，００１円以上」を「６，６７４，００１円

以上」に改め、同表備考１中「及び同法附則第５条第３項」を「、同法附則第

５条第３項及び第５条の４第６項」に、「同法第３２３条」を「地方税法第３

２３条」に改め、同表備考２中「Ｄ階層」を「Ｄ
 

１階層からＤ
  

１４階層まで」に

改め、「、所得税法等の一部を改正する等の法律（平成１８年法律第１０号）
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による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税

の負担軽減措置に関する法律（平成１１年法律第８号）」を削り、同表備考２

(2)中「及び第２項、第４１条の２並びに第４１条の１９の２第１項」を「、

第２項及び第３項、第４１条の２、第４１条の１９の２第１項並びに第４１条

の１９の３第１項」に改め、同表備考３(3)中「附則第２２項」を「附則第２

２条」に改め、同表備考３(3)イ中「身体障害者福祉法」の次に「（昭和２４

年法律第２８３号）」を加え、同表備考４中「とおりである」を「とおりとす

る」に改め、同表備考４(1)イ中「Ｄ階層で」を「Ｄ
 

１階層からＤ
  

１４階層まで

で」に、「Ｄ階層の」を「Ｄ
 

１階層の」に、「１６，８００円」を「８，４０

０円」に改め、同表備考４(1)ロ中「及び」を「又は」に改め、同表備考４(2)

中「Ｃ階層」を「Ｃ
 

１階層又はＣ
 

２階層」に、「Ｄ階層」を「Ｄ
 

１階層」に、

「１６，８００円」を「８，４００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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香芝市訓令甲第２号

各 部 課

各出先機関

会計帳票等の様式に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年７月１日

香芝市長 梅 田 善 久

会計帳票等の様式に関する規程の一部を改正する訓令

会計帳票等の様式に関する規程（昭和５９年訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第５６号様式を次のように改める。

第５６号様式（第２条関係）

備品整理票 所属名（ ）

整理番号

分類番号

品 名

購入年度

香芝市備品

第６３号様式を次のように改める。
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第６３号様式（第２条関係）

備品台帳

番号 分類 所属名

整 品 規 受入 廃棄 現 確 常 備

理 名 格 在 認 置 考

番 ・ 年月 購入 購入先又 年月 理由 数 印 場

号 種 日 額 は寄贈者 日 量 所

類 名
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附 則

（施行期日）

１ この訓令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際、この訓令による改正前の会計帳票等の様式に関する

規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な

改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
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香芝市告示第８５号 

 

 

 

 都市公園の供用を開始するので、次のとおり告示する。    

   

 

 

平成２０年７月１日 

 

 

      香芝市長 梅 田 善 久 

 

１ 名称及び位置 

 

（１）晴実台さくら公園   香芝市穴虫２８６８－１７       １,７９４㎡ 

（２）晴実台つつじ公園   香芝市穴虫２８７０－１５,－１８   １,７７７㎡ 

（３）晴実台もみじ公園   香芝市穴虫２８７１－１６         ５７０㎡ 

（４）晴実台緑地１号    香芝市穴虫２８７１－８         ３,７６７㎡ 

（５）晴実台緑地２号    香芝市穴虫２８６８－１８       １,１２３㎡ 

（６）晴実台緑地３号    香芝市穴虫２８６８－２０         ６０６㎡ 

（７）晴実台緑地４号   香芝市穴虫２８６８－７,－８, 

－２２,－３６,－３７   ５,９５０㎡  

     

２ 区域 

別紙のとおり 

 

３ 供用開始日 

   平成２０年７月１日 





香芝市告示第８６号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２０年７月２日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 
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整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

20-68 大黒ハウス はり札 11 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-69 地商住宅 はり札 5 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-70 ﾍﾞｽﾄｴｽﾃｰﾄ　好評分譲中 はり札 3 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-71 好評売出中 はり札 3 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-72 ふすま　有本表具店 はり札 1 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-73 豊富住建 立看板 2 穴虫 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-74 オープンハウス 広告旗 3 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-75 ﾍﾞｽﾄｴｽﾃｰﾄ　好評分譲中 広告旗 1 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-76 地商住宅 広告旗 3 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

20-77 好評分譲中 広告旗 1 田尻、関屋 H20.6.25 H20.6.25 下田倉庫

21



香芝市告示第８７号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月３日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月３日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 

 

 22
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香芝市告示第８８号  

 

次のとおり所有者不明の犬を抑留した旨奈良県狂犬病予防員から通知があった 

ので、狂犬病予防法 (昭和２５年法律第２４７号) 第６条第８項の規定により告示

する。  

 

 平成２０年７月９日  

 

     香芝市長  梅 田 善 久 

 

１、捕獲日時     平成２０年７月８日  １３時 

 

２、捕獲場所     香芝市下田西１丁目 

 

３、特徴等      種         類   雑種 

性         別   雌 

推  定  年  齢   老犬 

毛          色   茶・白 

体          格   中 

そ の 他 特 徴      黒色首輪付き 



香芝市告示第８９号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月９日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月９日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９０号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月１０日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月１０日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９１号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月１４日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月１４日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９２号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月１７日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月１７日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９３号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月２３日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月２３日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月２５日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月２５日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９５号 

 

平成１９年３月１日から平成１９年７月３１日の期間において、近鉄五位堂駅、近

鉄下田駅、近鉄二上駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅、ＪＲ香芝駅及びＪＲ五位堂駅周

辺の自転車等放置禁止区域内より撤去した自転車及び原動機付自転車については、香

芝市自転車等の放置防止に関する条例第１０条第３項による保管期限が経過してお

りますので、次のとおり当該自転車等を処分します。 

   

 

   平成２０年７月２９日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

 

１ 処分対象自転車等の保管場所   香芝市自転車等保管所 

 

 

 

２ 処分年月日          平成２０年９月１日 

 

 

 

３ 連絡先             香芝市役所総務部地域安全課 

                  （TEL０７４５－７６－２００１） 

香芝市自転車等保管所 

                  （TEL０７４５－７９－５５５０） 
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香芝市告示第９６号 

 

平成１９年３月１日から平成１９年７月３１日の期間において、近鉄二上山駅自転

車駐車場内に放置されていた自転車及び原動機付自転車について、香芝市自転車駐車

場条例第１６条の規定に準じ、次のとおり処分します。 

   

 

   平成２０年７月２９日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

 

１ 処分対象自転車等の保管場所   香芝市自転車等保管所 

 

 

 

２ 処分年月日          平成２０年９月１日 

 

 

 

３ 連絡先             香芝市役所総務部地域安全課 

                  （TEL０７４５－７６－２００１） 

香芝市自転車等保管所 

                  （TEL０７４５－７９－５５５０） 
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香芝市告示第９７号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月３０日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月３０日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第９８号 

  

 地方自治法第２３１条の規定により、平成２０年度介護保険料納入通知書を

郵送すべきところ、その送達を受けるべき者の所在等が不明のため送達するこ

とができないので、地方税法第２０条の２第２項の規定により次のとおり公示

送達します。この公示送達に係る関係書類は当市介護福祉課で保管し、送達を

受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付します。 

 また、地方税法第２０条の２第３項の規定により掲示を始めた日から起算し

て７日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。 

 

 平成２０年７月３０日 

 

香芝市長 梅 田 善 久     

 

 

送達を受けるべき者        略  
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香芝市告示第９９号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２０年７月３１日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２０年７月３１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香 芝 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 告 示 第 ８ 号  

 

平 成 ２ ０ 年 ７ 月 ３ １ 日  

 

                          香 芝 市 農 業 委 員 会  

           会  長  吉  村  増  雄  

 

 

平 成 ２ ０ 年 第 ８ 回 香 芝 市 農 業 委 員 会 総 会 を 下 記 の

と お り 招 集 す る 。  

 

 

記  

 

 

 1  期  日  平 成 ２ ０ 年 ８ 月 ７ 日  午 後 １ 時 ３ ０ 分  

 

 2  場  所  香 芝 市 役 所  ３ 階  第 １ 会 議 室  

  

3  案  件  （ １ ） 別 紙 議 案 の と お り  

（ ２ ） そ の 他  
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香芝市公告  

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の規定に基づいて買取申出

のあった生産緑地について、同法第１３条の規定に基づき取得を希望される方

へのあっせんを行っています。  

取得を希望される方は申出して下さい。  
平成２０年 ７月 ３日  

 

香芝市長 梅  田  善  久  

 

１ あっせんする土地  

 

生産緑地の区域   買取申出日  

香芝市狐井２４２番  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井２４７番  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井３３０番１  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井３３３番１  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井３３４番１  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井４０９番３  平成２０年   ６月   ９日  

香芝市狐井４９４番１  平成２０年   ６月   ９日  
 

 

２ 申出場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  

  TEL ０７４５－７６－２００１（内線２０４）  

 

３ その他の事項  

・  買取申出の日から３箇月以内に所有権の移転が必要です。  

・  農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地を取得できる方に限

ります。  
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香  芝  市  公  告  

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条の３第２項の規定に基づ

き建築協定が認可されたので、同法第７３条第３項の規定により、建築協定書

を一般の縦覧に供する。  

平成２０年７月２３日  

 

香芝市長 梅  田  善  久  

 

１ 建築協定申請者住所及び氏名  

  奈良市西大寺国見町１丁目４番１－１  

大和ハウス工業 (株 ) 奈良支店 支配人 吉岡伸忠  

２ 建築協定の名称及び区域  

(１ ) 建築協定の名称 香芝市西真美３丁目１番２建築協定  

(２ ) 建築協定の区域 奈良県香芝市西真美３丁目１番２の一部  

３ 建築協定の認可日及び番号  

(１ ) 認  可  日 平成２０年７月１１日  

(２ ) 認可番号 建第２８５号  

４ 縦覧場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  
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平成２０年７月２５日 

香芝市教育委員会公告第７号 

 

                                                                 香芝市教育委員会 

                        委員長 船木 克容 

 

平成２０年第７回香芝市教育委員会を下記のとおり招集する。 

 

記 

１．日   時   平成２０年７月３１日（木） 

          午後２時００分より 

２．場   所   香芝市役所 ４階行政委員会室 

３．案   件    （１）平成２１年度使用小学校教科用図書の採択について 

          （２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	条例
	香芝市手数料条例の一部を改正する条例
	香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
	香芝市政治倫理条例の一部を改正する条例

	規則
	香芝市会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則
	香芝市会計規則の一部を改正する規則
	児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施費用の徴収に関する規則の一部を改正する

	訓令甲
	会計帳票等の様式に関する規程の一部を改正する訓令

	告示
	都市公園の供用開始の告示について
	簡易除去し保管した広告物の告示について
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	狂犬病予防法に基づく抑留犬の告示について
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅、ＪＲ香芝駅及びＪＲ五位堂駅自転車等放置禁止区域内撤去処分告示
	近鉄二上山駅自転車駐車場内放置自転車等撤去処分告示
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示
	介護保険料納入通知書公示送達
	近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅自転車等放置禁止区域内撤去保管告示

	農業委員会告示
	平成２０年第８回香芝市農業委員会招集告示

	公告
	生産緑地の取得のあっせん
	建築協定書の縦覧

	教育委員会公告
	平成２０年第７回香芝市教育委員会招集公告




